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学校再開後の場面ごとの対策 【小中学校版】 

  

  家庭（保護者）への協力依頼事項 

○登校前に健康観察カードを活用した朝夕の検温、健康観察、同居家族を含めた体調管理を徹底していただくこと。 

○登校後の体調不良となった場合には、速やかに迎えに来ていただくこと。 

○感染が疑われる（濃厚接触者、PCR検査等の対象者になる等）場合に学校へ速やかに連絡していただくこと。 

○体調不良（発熱、咳等のかぜの症状、倦怠感がある等）の場合、登校させないようにすること。 

○外出する際には日ごろからマスクを着用し、近距離での会話等を避けるよう徹底していただくこと。 

○規則正しい生活リズムで過ごし、体調を整え、健康管理に努めること。 

 

  登 下 校 時 

   ○マスクを着用して登下校させる。 

    ・マスクがない者や忘れた者が登校した場合に備え、校内で対応方法を共通理解しておく。 

    ・マスクを触らないように指導を徹底する。 

   ○分散登校の活用について。 

    ・当分の間、学年ごとや地区ごとに登校時間に差を設けて登校させる。 

      ・家庭、地域、関係機関（警察等）との連携・協力による登下校指導を行う。 

    ・小学校では、特に新入生に対する指導を次のように徹底し、交通事故や不審者対応などに対する指導を徹底する。 

     ＜新入生に対する指導例＞ 

     ・登下校時のグループ編成の工夫 

     ・徒歩通学時の等間隔、一列歩行や不要な会話の禁止 

     ・高学年児童と同じ時間帯にした登下校 

   ○公共交通機関やスクールバス等を利用する際は、マスクの着用を徹底し、近距離での会話を控えさせる。 

   ○登下校後に、石けんによる手洗いを徹底する。 

    ・手を拭くタオルやハンカチ等は共用しない。 

   ○下校は、グループごとに時間帯を設定して下校させるなどの工夫により、校門や昇降口等での密集が起こらないよ 

    うにする。 

 

  授 業 時 

   ○全体に関する内容について 

    ・始業前や授業開始時に健康観察を実施する。 

    ・教職員・児童生徒はマスクを着用する。 

     ・身体的距離(１ｍ以上)を確保するため、当面の間、通常クラス 

    の半数(２０名程度)を基本とする。 

     ・座席配置は右図を参考にする。 

    ・熱中症の防止対策として児童生徒にはこまめに水分補給をさせ 

         るとともに健康状態を把握する。 

    ・共用の教材、教具、情報機器などを適切に消毒し、使用する前後で手洗いを徹底させる。 

       ・当面の間、少人数による話合い、教え合いなどは可能な限り控える。実施する場合には、ソーシャルディスタンス 

         を確保しながら行う。 
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   ○こまめな換気をする。 

     ・可能な限り、２方向の窓を開放する。 

     ・エアコンの使用時もこまめに換気を行う。 

     ・換気の程度は必要に応じて学校薬剤師に相談する。 

    ○個別の教科・科目実施上の留意点 

     各教科等の指導については、リスクの低い活動から徐々に実施すること。各教科における「感染症対策を講じて  

    もなお感染のリスクが高い学習活動」として、以下のような活動が挙げる（「★」は特にリスクの高いもの）。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  給 食 時 

     ○ 手洗い場の密集を避けつつ、石けんによる手洗い、マスクの着用をさせる。 

     ○ 配膳については、児童生徒が担当するものを限定したり、教員が中心に行ったりするなど工夫をする。 

     ○ 対面にならないように指導を徹底する。 

     ○ 可能な限り会話を控えるよう指導する。 

   ○ 配膳室が密にならないように入室人数を制限するなどの工夫を行う。 

 

  清 掃 時 

   ○ 清掃場所は必要最低限とし、特に体調不良者が使用したトイレや教室、密閉となる場所は清掃させない。 

   ○ マスクを着用し、必要最低限の指示以外の発言はしないで取り組ませる。 

   ○ 清掃は、短時間で終了できるように工夫する。 

   ○ 可能な範囲で教室等の入口や窓を開けて行う。 

   ○ 終了後は、石けんによる手洗いをさせる。 

 

   休 み 時 間 

   ○ 廊下や階段においての接触や手洗い場の密集を避けるため、休み時間をずらしたり右側歩行を徹底したりする。 

   ○ 教室や廊下等の窓を開放し、十分な換気を行う。 

   ○ 必要のない他の教室や他学年のフロアには行かせない。 

   ○ 外から教室に入るときやトイレの後などに、石けんによる手洗いをさせる。 

 

★各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、密集又は近距離で対面形式となるグループワーク等」 

 及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

★音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

★家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

★体育・保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」 


